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（公財）世界人権問題研究センター



　京都市左京区の岡崎にあるロームシアター京都の敷地内に，「全国水平社創立
の地」を記念する石碑があります。これは，全国水平社の創立大会の開催地を示
すものとして，水平社創立 60周年を記念し，1982 年に京都市が建立したもので
す。京都市は世界人権宣言の採択 70周年と市の人権月間である 12月にあわせる
かたちで，昨年 12月 , この記念碑に新たに説明板を設置しました。
　説明板には，創立大会が行われた京都市岡崎旧公会堂の写真とともに，大会開
催に至る経緯や創立宣言（水平社宣言）の紹介，京都市の人権に対する姿勢など
が書かれています。
　2022 年には，水平社創立 100 周年を迎えます．その創立の意義について考え
ることのできる地です。

「全国水平社創立の地」記念碑と
説明板
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一
九
五
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
精
神
衛
生
法
は
、
前
号
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
私
宅
監
置
制
度
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、

精
神
障
害
者
を
精
神
科
病
院
に
入
院
さ
せ
て
医
療
保
護
を
行
う
と

い
う
入
院
中
心
の
医
療
保
護
体
制
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

①
精
神
病
の
た
め
に
「
自
ら
を
傷
つ
け
、他
人
を
害
す
る
お
そ
れ
」

（
自
傷
他
害
の
お
そ
れ
）
の
あ
る
障
害
者
を
知
事
の
権
限
で
強
制

的
に
入
院
さ
せ
る
「
措
置
入
院
」
制
度
、
②
親
や
兄
弟
等
の
保
護

義
務
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
病
院
側
が
強
制
的
に
入
院
さ
せ
る
こ
と

の
で
き
る
「
同
意
入
院
」
制
度
と
い
っ
た
、
強
制
入
院
中
心
の
医

療
保
護
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
精
神
障
害
者
に
対
し
て
は
何
よ
り
も
入
院
が
先
決

と
い
っ
た
社
会
的
風
潮
も
あ
っ
て
、
本
当
に
医
療
保
護
が
必
要
な

患
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
手
続
を
厳
格
に
守
ら
ず
、
安

易
に
入
院
さ
せ
て
は
退
院
を
容
易
に
認
め
な
い
、
し
か
も
、
病
院

内
で
は
病
気
を
治
す
た
め
と
い
う
理
由
で
外
出
や
行
動
の
自
由
を

制
限
す
る
と
い
っ
た
人
権
無
視
の
実
態
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し

た
。精
神
障
害
者
の
処
遇
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
の
で
す
。

や
が
て
国
際
的
な
批
判
も
浴
び
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
政
府
は
国

連
人
権
委
員
会
か
ら
精
神
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
勧
告
さ
れ
る

と
い
う
屈
辱
的
な
事
態
を
招
い
た
の
で
す
。

日
本
政
府
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
放
置
す
る
こ
が
で
き
な
く
な

り
、
今
か
ら
三
一
年
前
の
一
九
八
八
年
七
月
一
日
、
精
神
衛
生
法

を
精
神
保
健
法
と
い
う
法
律
に
改
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の

入
院
中
心
の
医
療
保
護
体
制
か
ら
地
域
中
心
の
医
療
保
護
体
制
を

目
指
し
て
「
精
神
科
病
院
か
ら
社
会
復
帰
施
設
へ
」
と
い
っ
た
転

換
を
図
り
、
精
神
科
医
療
に
お
け
る
人
権
に
配
慮
し
つ
つ
適
正
な

精
神
科
医
療
の
確
保
を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
以
来
、
数
次
の
法

改
正
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
六
月
に
現
行
の
「
精
神
保
健
及
び
精

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
」（「
精
神
保
健
福
祉
法
」）
が
制

定
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
の
で
す
。

精
神
障
害
者
の
人
権
は
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
差
別
や
就
労

問
題
な
ど
多
方
面
に
及
び
ま
す
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
も
の
は
、

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

前
学
校
法
人
同
志
社
総
長

　
　

大
谷　
　

實

新
し
い
人
権
課
題
へ
の
対
応

新
し
い
人
権
課
題
へ
の
対
応
（
そ
の
十
四
）

（
そ
の
十
四
）
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強
制
入
院
、退
院
お
よ
び
病
院
に
お
け
る
行
動
制
限
な
ど
の
身
体
・

行
動
の
自
由
の
制
限
で
す
。
そ
こ
で
、
精
神
保
健
福
祉
法
は
、
精

神
科
病
院
の
入
院
形
態
と
し
て
、①
患
者
本
人
の
意
思
に
よ
る「
任

意
入
院
」、②
自
傷
他
害
の
お
そ
れ
を
理
由
と
す
る
「
措
置
入
院
」、

③
家
族
の
同
意
に
基
づ
く
「
医
療
保
護
入
院
」、
④
精
神
科
に
お

k
る
救
急
医
療
と
し
て
の
「
応
急
入
院
」
と
い
う
四
つ
の
入
院
形

態
を
認
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

①
の
任
意
入
院
は
、
一
般
の
入
院
と
同
じ
よ
う
に
患
者
本
人
の

自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
、
精
神
科
医
療
に
お
け
る
入
院
を

一
般
の
入
院
と
同
じ
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
ま
す
が
、

②
〜
④
は
患
者
が
拒
否
し
て
も
有
無
を
言
わ
せ
な
い
で
入
院
さ
せ

る
強
制
入
院
で
す
。
改
正
前
の
入
院
は
は
す
べ
て
強
制
入
院
で
し

た
が
、
主
と
し
て
人
権
尊
重
の
観
点
か
ら
、
精
神
科
医
療
も
本
人

の
意
思
を
尊
重
し
た
入
院
と
す
る
こ
と
を
原
則
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
す
。
現
在
、
精
神
科
病
院
の
入
院
患
者
は
全
部
で
約
三
〇
万

人
で
す
が
、
そ
の
う
ち
任
意
入
院
の
患
者
数
は
約
一
五
万
七
千
人

で
あ
り
ま
し
て
、
全
体
の
半
数
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
②
〜
④
の
患
者
は
、
ど
う
し
て
無
理
や
り
入
院
さ

せ
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
外
国
で
は
、
入
院
さ
せ
る
の
は
そ

の
障
害
者
が
社
会
的
に
危
険
だ
か
ら
だ
と
い
う
考
え
方
に
立
っ

て
、
犯
罪
者
と
同
じ
よ
う
に
厳
格
な
要
件
と
手
続
で
入
退
院
さ
せ

る
国
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
精
神
科
医
療
は
、
精

神
障
害
者
は
自
分
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
こ
と
を
理
解
し
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
国
が
親
代
わ
り
と
な
っ
て
医
療
保
護

を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
国
親
思
想
（
パ
レ
ン
ス
・
パ
ト
リ
エ
）
に

基
づ
い
て
い
ま
す
。
患
者
の
人
権
を
擁
護
し
な
が
ら
適
正
な
医
療

保
護
を
提
供
す
る
の
は
国
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
政
策
を
採
っ
て

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
現
在
の
精
神
保
健
福
祉
法
で
人
権
上
の
問
題
は
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
確
か
に
、
入
退
院
の
手
続
が
整
備
さ

れ
、
ま
た
、
精
神
医
療
審
査
会
と
い
う
機
関
を
設
け
て
、
入
院
や
退

院
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
院
内
の
処
遇
に
不
当
な
身

体
・
自
由
の
制
限
は
な
い
か
と
い
っ
た
審
査
が
、
す
べ
て
の
患
者
に

つ
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
な
り
改
善
さ
れ
た
こ
と
は
事
実

で
す
。
さ
ら
に
、
適
正
な
医
療
保
護
の
実
施
と
い
う
面
で
も
顕
著
な

改
善
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
の
新
聞
報
道
で
問
題
と
な
っ

た
よ
う
に
、
閉
鎖
病
棟
で
は
公
衆
電
話
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
の
に
、
設
置
を
怠
っ
て
い
る
病
院
が
相
当
数
あ
る
よ
う
で
、
法

制
度
と
し
て
は
改
善
さ
れ
て
い
る
の
に
、
現
場
で
は
そ
れ
が
守
ら
れ

て
い
な
い
例
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
精
神
障
害
者
の
入

院
や
退
院
、
行
動
制
限
に
つ
い
て
、
社
会
の
関
心
、
特
に
行
政
の
監

視
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。

toshoshitsu1
テキストボックス
け
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「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
へ
の
御
代
と
な
り
，
ま
も
な
く
三
箇

月
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。「
令
和
」
の
時
代
が
，
す
べ

て
の
市
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
，
す
ば
ら
し
い
時
代
と
な
る
こ

と
を
心
か
ら
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。
さ
て
，
そ
の
令
和
の
御
代
と

な
る
１
箇
月
前
の
平
成
三
一
年
四
月
一
日
，
い
わ
ゆ
る
「
改
正
出

入
国
管
理
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
京
都
市
に
は
平
成
三
〇
年

一
二
月
時
点
で
四
万
六
千
四
百
五
十
一
人
の
外
国
籍
市
民
の
方
が

お
住
ま
い
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
が
，
こ
れ
を
機
に
，
更
に
多
く
の

外
国
籍
市
民
の
方
が
京
都
市
に
お
越
し
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
，多
文
化
共
生
の
取
組
の
重
要
性
が
増
々
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

千
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
日
本
の
中
心
で
あ
っ
た
京
都
で

は
，
歴
史
に
育
ま
れ
た
伝
統
を
大
切
に
継
承
し
，
世
界
中
か
ら
学

問
，
芸
術
，
技
術
等
が
集
ま
り
，
多
様
な
文
化
が
共
生
し
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
有
す
る
京
都
市
で
は
，
昭
和
五
三
年

（
一
九
七
八
年
）
に
「
世
界
文
化
自
由
都
市
宣
言
」
を
行
い
，「
全

世
界
の
ひ
と
び
と
が
，
人
種
，
宗
教
，
社
会
体
制
の
相
違
を
超
え

て
，
平
和
の
う
ち
に
，
こ
こ
に
自
由
に
集
い
，
自
由
な
文
化
交
流

を
行
う
都
市
」，
ま
た
，
そ
れ
を
通
じ
て
「
優
れ
た
文
化
を
創
造

し
続
け
る
永
久
に
新
し
い
文
化
都
市
」
を
都
市
の
理
想
像
と
し
て

掲
げ
ま
し
た
。

そ
の
実
現
に
向
け
，
平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
に
京
都
市
国

際
化
推
進
大
綱
を
策
定
，
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）
に
策
定

し
た
京
都
市
基
本
計
画
に
お
い
て
も
「
多
彩
な
国
際
交
流
の
推

進
」，「
多
文
化
共
生
社
会
の
実
現
」
等
，
国
際
化
，
多
文
化
共
生

に
関
わ
る
施
策
を
掲
げ
，
さ
ら
に
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）

一
二
月
に
は
多
文
化
共
生
施
策
な
ど
に
関
す
る
基
本
的
指
針
で
あ

る
「
京
都
市
国
際
化
推
進
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
，
外
国
籍
市
民
を

は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
人
々
が
暮
ら
し
や
す
く
，
活
躍
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

「
京
都
市
国
際
化
推
進
プ
ラ
ン
」
で
は
，
多
文
化
共
生
施
策
の

大
き
な
柱
に
，
①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
，
②
生
活
支
援
，

③
多
文
化
共
生
の
地
域
づ
く
り
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
少
し
で
す

が
，
そ
の
柱
の
概
要
に
つ
い
て
御
紹
介
し
ま
す
。

①
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
に
お
け
る
取
組
で
は
，
情
報

多
文
化
共
生
施
策
の
さ
ら
な
る

多
文
化
共
生
施
策
の
さ
ら
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　

推
進
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　

推
進
に
向
け
て

京
都
市
総
合
企
画
局
国
際
化
推
進
室

交
流
推
進
担
当
課
長

　
　

森
本　

幸
孝
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提
供
・
生
活
情
報
及
び
情
報
提
供
方
法
の
多
様
化
の
推
進
や
，
日

本
語
及
び
日
本
社
会
に
関
す
る
学
習
環
境
の
整
備
や
日
本
語
学
習

等
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
自
分
が
思

う
こ
と
と
伝
え
る
，
又
は
相
手
の
思
う
こ
と
を
理
解
す
る
，
共
生

を
図
る
う
え
で
，
ま
さ
に
多
文
化
共
生
の
入
り
口
の
支
援
で
あ
る

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

②
の
生
活
支
援
に
お
け
る
取
組
で
は
，
日
常
生
活
を
送
る
う
え

で
基
本
的
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
を
外
国
籍
市
民
等
の
皆
様
に
届

け
，
ま
た
教
育
・
子
育
て
支
援
，
福
祉
・
保
健
・
医
療
支
援
の
充

実
や
，
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
い
災
害
時
の
取
組
の
充

実
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
，
こ
れ
ら
は
ツ
ー
ル
の
支
援
，
情
報
の
提
供
に

関
す
る
も
の
だ
け
で
あ
り
，
外
国
籍
市
民
等
の
皆
様
が
地
域
の
一

員
と
し
て
真
の
共
生
を
図
る
た
め
に
は
，
③
の
多
文
化
共
生
の
地

域
づ
く
り
の
推
進
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
，

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
始
め
と
す
る
外
国
籍
市
民
の
皆
様
が
活
躍

で
き
る
機
会
の
提
供
や
地
域
で
の
交
流
の
促
進
と
い
っ
た
社
会
参

画
の
促
進
，
多
文
化
を
尊
重
す
る
意
識
啓
発
や
人
材
の
育
成
等
を

行
う
な
ど
，
国
籍
を
問
わ
ず
，
市
民
の
皆
様
が
お
互
い
の
理
解
を

深
め
る
取
組
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
，
京
都
市
で
は
多
文
化
共
生
施
策
を
着
実
に
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
が
，
ま
だ
ま
だ
道
半
ば
の
状
況
に
あ
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

折
し
も
，
先
程
御
紹
介
し
た
「
改
正
出
入
国
管
理
法
」
の
成
立

に
合
わ
せ
，
国
に
お
い
て
，
一
二
六
に
及
ぶ
施
策
か
ら
成
る
「
外

国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
の
た
め
の
総
合
的
対
応
策
」
が
取
り
ま

と
め
ら
れ
，
外
国
人
材
の
適
正
・
円
滑
な
受
入
れ
の
促
進
に
向
け

た
取
組
と
と
も
に
，
外
国
人
と
の
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
環

境
整
備
を
，
よ
り
強
力
か
つ
包
括
的
に
推
進
す
る
と
の
方
向
性
が

示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
，
京
都
市
で
は
全
庁

一
体
と
な
っ
て
，
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
の
た
め
の
課
題
に

対
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
「
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
ま
た
，行
政
・

生
活
全
般
の
情
報
提
供
・
相
談
を
多
言
語
で
行
う
一
元
的
窓
口
と

し
て
，「
京
都
市
外
国
籍
市
民
総
合
相
談
窓
口
」
を
七
月
二
日
（
火
）

に
国
際
交
流
の
中
核
的
施
設
で
あ
る
京
都
市
国
際
交
流
会
館
に
開

設
し
，
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
更
に
充
実
さ
せ
る
形
で
，
多
文
化
共

生
施
策
は
新
た
な
る
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

「
多
文
化
が
息
づ
く
ま
ち
・
京
都
」
の
本
領
が
，
ま
さ
に
試
さ

れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
市
民
の
皆
様
か
ら
様
々
な
御
意
見
を

伺
い
，
そ
し
て
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
，
多
文
化

共
生
の
更
な
る
推
進
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
る
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
。
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北
朝
鮮
の
普
遍
的
定
期
審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
に
お
い
て
、
グ
ル
ー

プ
内
で
の
庇
い
合
い
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
中
国
に
対
す
る
第
一
回
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
も
顕
著
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

中
国
の
第
一
回
Ｕ
Ｐ
Ｒ
は
二
〇
〇
九
年
二
月
九
日
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
報
告
者
グ
ル
ー
プ
（
ト
ロ
イ
カ
）
を
構
成
し
た
の
は
、

カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
及
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
で
し
た
。
中
国
の
審
査

に
あ
た
っ
て
、
事
前
に
質
問
を
提
出
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
西

欧
先
進
国
一
一
カ
国
で
し
た
。
も
っ
ぱ
ら
、
中
国
が
締
約
国
で

な
い
自
由
権
規
約
が
扱
う
問
題
、
す
な
わ
ち
自
由
権
に
関
す
る

質
問
（
た
と
え
ば
、
拷
問
や
信
教
の
自
由
、
あ
る
い
は
強
制
労

働
キ
ャ
ン
プ
で
の
恣
意
的
抑
留
な
ど
）
が
目
立
ち
ま
し
た
。

当
時
は
、
チ
ベ
ッ
ト
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
少
数
民
族

の
取
り
扱
い
や
、
劉
暁
波
氏
が
獄
中
に
あ
っ
て
ノ
ー
ベ
ル
平
和

賞
授
賞
式
に
出
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
に
国
際
社
会
の
関
心
が

向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
、
中
国
は

指
定
さ
れ
た
期
日
に
国
家
報
告
書
を
提
出
し
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
に
対
し

て
協
力
的
な
態
度
を
と
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
の
問
題
に
報

告
書
が
触
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

他
方
で
、
中
国
の
国
家
報
告
書
で
は
、
中
国
の
刑
法
や
刑
事

訴
訟
法
な
ど
が
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
や
違
法
な
証
拠
収
集

を
明
白
に
禁
止
し
て
い
る
こ
と
、
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

中
国
は
多
様
な
宗
教
を
信
仰
す
る
人
々
を
抱
え
て
お
り
、
憲
法

も
信
教
の
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、
独
立
し
た
三
、〇
〇
〇
を
超

え
る
宗
教
団
体
が
あ
る
と
述
べ
る
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
団
体
は

み
ず
か
ら
で
指
導
者
を
選
ん
で
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
宗
教
団
体
は
い
ず
れ
も
中
国
共

産
党
の
指
導
の
下
に
あ
り
、
そ
の
報
告
内
容
は
現
実
と
大
き
く

乖
離
し
て
い
ま
し
た
。

実
際
、
審
査
の
際
に
提
出
さ
れ
た
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事

務
所
（
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
が
作
成
し
た
「
集
成
」
で
は
、「
生
命
に

対
す
る
権
利
、
身
体
の
自
由
及
び
安
全
」
の
項
目
の
下
で
、

二
〇
〇
八
年
に
人
権
高
等
弁
務
官
が
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
お
け

世
界
の
人
権
は
い
ま

　

― 

普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら 

―
（
そ
の
十
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授

　
　

坂
元　

茂
樹
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る
デ
モ
参
加
者
に
対
す
る
公
安
の
行
き
過
ぎ
た
実
力
の
行
使
に

懸
念
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
拷
問
禁
止
委
員
会
が
、
民
族
的
、

宗
教
的
少
数
者
、
さ
ら
に
は
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ウ
イ
グ
ル
人
、
法

倫
功
の
信
者
と
い
っ
た
脆
弱
な
集
団
に
対
す
る
拷
問
、
虐
待
及

び
強
制
失
踪
な
ど
の
主
張
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
が
記

述
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
同
報
告
書
は
、
信
教
の
自
由
に

関
す
る
特
別
報
告
者
が
中
国
政
府
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

や
法
倫
功
の
信
者
に
対
す
る
逮
捕
、
拘
禁
及
び
拷
問
を
含
む
人

権
違
反
の
主
張
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
記
述
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
拷
問
に
関
す
る
特
別
報
告
者
が
、
表
現
・
集
会
・
結

社
の
自
由
を
平
和
的
に
行
使
す
る
人
々
に
対
し
て
、「
国
家
の
安

全
を
危
険
に
さ
ら
す
」
と
し
て
、
公
安
や
検
察
当
局
に
広
範
な

裁
量
を
与
え
、「
政
治
犯
罪
」
の
罪
で
有
罪
を
宣
告
し
て
い
る
こ

と
に
憂
慮
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
釈
放
す
る
よ
う
求
め
る

記
述
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
国
家
報
告
書
と
国
連
が
作
成
し
た
報
告
書
の
内
容

の
大
き
な
乖
離
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
ど
の
よ
う
な
質
疑
が
行

わ
れ
る
の
か
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
Ｕ
Ｐ
Ｒ
に
お
い
て
は
六
〇

カ
国
が
発
言
し
ま
し
た
が
、
発
言
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸

国
や
イ
ス
ラ
ム
諸
国
な
ど
は
、
中
国
に
お
け
る
少
数
民
族
の
人

権
状
況
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ず
、
逆
に
こ
の
問
題
を
取
り
上

げ
た
西
欧
諸
国
の
発
言
を
政
治
化
し
た
態
度
と
し
て
非
難
し
ま

し
た
。
た
と
え
ば
、
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、「
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
批

判
を
拒
否
す
る
。
チ
ベ
ッ
ト
は
中
国
の
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き

な
い
地
域
と
考
え
る
」
と
反
論
し
ま
し
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
も
、

チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
対
す
る
〔
西
欧
諸
国
の
〕
発
言
を
捉
え
、

Ｕ
Ｐ
Ｒ
の
政
治
化
の
傾
向
だ
と
し
て
、
こ
れ
を
非
難
し
ま
し
た
。

こ
の
他
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
発
言
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
一
一
カ
国
の
ほ

と
ん
ど
が
、
中
国
の
人
権
政
策
を
称
賛
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

イ
ン
ド
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
の
目
標
達
成
期
間
前
に

貧
困
を
撲
滅
し
た
中
国
の
施
策
に
つ
い
て
こ
れ
を
称
賛
し
ま
し

た
。
同
様
の
発
言
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ー

タ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
及
び
マ
レ
ー
シ
ア

に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
ウ
ォ
ッ
チ
の
表
現
を
借

り
れ
ば
、
中
国
に
対
す
る
「
過
度
の
称
賛
と
非
難
へ
の
臆
病
な

態
度
」
が
、
ア
ジ
ア
諸
国
を
含
む
途
上
国
の
発
言
に
見
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
内
で
の
庇
い
合
い
が
こ
こ
で

も
見
ら
れ
ま
し
た
。
次
回
は
、
こ
う
し
た
中
国
の
審
査
で
ど
の

よ
う
な
勧
告
が
な
さ
れ
た
の
か
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
の
確
立
に
と
も
な
い
、
国
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
通
信
を
監
視
（
サ
イ
バ
ー
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
）
し
、
国

家
安
全
保
障
上
の
脅
威
を
未
然
に
防
ご
う
と
い
う
動
き
が
顕
在
化

し
て
い
る
。
だ
が
、
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た

者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
し
、
表
現
の
自
由
に
も
委
縮

効
果
を
生
じ
さ
せ
う
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
誰
の
何
の

情
報
が
監
視
さ
れ
る
の
か
、
監
視
と
権
利
保
障
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

ど
う
と
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
．
誰
の
情
報
が
監
視
さ
れ
る
の
か

サ
イ
バ
ー
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。

第
一
に
、
特
定
の
対
象
者
が
送
受
信
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信

を
傍
受
す
る
方
法
で
、
誰
が
監
視
対
象
者
か
が
明
確
で
あ
る
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
の
確
立
以
前
か
ら
、
電
話
機
の
盗
聴
と
い
っ

た
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
は
、
犯
罪
捜
査
等
の
た
め
に
特
定
の
人
物
を

対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
米
国
国
家
情
報
局
の
「
統

計
に
関
す
る
透
明
性
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
外

国
諜
報
監
視
法
七
〇
二
条
に
基
づ
き
、
二
〇
一
七
年
時
点
で
外
国

の
約
十
三
万
も
の
個
人
・
組
織
を
監
視
対
象
と
し
て
お
り
、
国
内

で
も
通
信
デ
ー
タ
の
収
集
を
大
規
模
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ

の
よ
う
に
、
以
前
に
は
想
定
さ
れ
え
な
か
っ
た
規
模
で
の
監
視
が

今
日
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

つ
い
で
、
第
二
に
、
膨
大
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
の
な
か
か

ら
、
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
等
に
よ
り
、
諜
報
機
関
に
と
っ
て
有
用
な

情
報
を
発
見
・
収
集
す
る
方
法
（
大
量
傍
受
）
が
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
で
は
、
二
〇
一
五
年
に
制
定
さ
れ
た
自
由
法
に
基
づ
き
、
現
在
、

大
量
傍
受
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
安

全
保
障
上
の
利
益
や
重
大
犯
罪
の
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
場

合
、
政
府
は
調
査
権
限
規
制
法
八
条
四
項
に
基
づ
き
、
傍
受
対
象

者
・
施
設
を
特
定
せ
ず
と
も
国
外
の
通
信
を
傍
受
で
き
る
。
ま
た
、

そ
の
過
程
で
国
内
の
通
信
に
つ
い
て
も
付
随
的
に
傍
受
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の

直
接
の
対
象
者
と
は
な
ら
な
く
と
も
、
私
た
ち
の
通
信
が
大
量
傍

受
の
た
め
に
検
索
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
は
秘
密
裏
に
な
さ
れ
る
た
め
、
国

が
誰
の
通
信
を
実
際
に
傍
受
・
検
索
し
て
い
る
の
か
は
、
通
常
明

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る

　
　
　

サ
イ
バ
ー
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

　
　
　

サ
イ
バ
ー
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員

　
　

杉
木　

志
帆



9

GLOBE No. 98  2019  summer

ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
こ
れ
ま

で
、
通
信
に
対
す
る
秘
密
裏
の
監
視
を
可
能
と
す
る
法
律
が
存
在

す
る
だ
け
で
、
そ
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
者
す
べ

て
に
と
っ
て
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
脅
威
が
生
じ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ

え
に
権
利
へ
の
干
渉
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
。
こ
の
立
場

は
、実
際
に
監
視
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
通
信
を
利
用
す
る
者
す
べ
て
が
潜
在
的
に
、
サ
イ
バ
ー
・

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
対
象
者
と
な
る
と
法
的
に
み
な
す
も
の
と
い

え
る
。

二
．
何
の
情
報
が
監
視
さ
れ
る
の
か

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
よ
り
傍
受
さ
れ
る
情
報
は
、通
信
内
容
と
、

「
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
」
通
信
を
行
っ
た
か
を
示
す
デ
ー
タ
（
メ

タ
デ
ー
タ
）
と
の
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
通
信
内
容

は
メ
タ
デ
ー
タ
よ
り
も
高
い
保
護
を
受
け
る
と
理
解
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、通
信
内
容
と
メ
タ
デ
ー
タ
と
の
区
別
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
社
会
の
確
立
と
と
も
に
意
義
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。実
際
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
二
〇
一
八
年
のBig Brother 

W
atch

ほ
か
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
判
決
に
お
い
て
、
メ
タ
デ
ー
タ
の

取
得
で
あ
っ
て
も
、
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
訪
れ
た
場
所
等
の
分

析
に
よ
り
、
分
析
対
象
と
な
っ
た
者
の
人
物
像
を
相
当
詳
細
に
描

写
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所

は
、
傍
受
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
通
信
デ
ー
タ
の
う
ち
、
通
信
内
容

に
つ
い
て
は
解
析
で
き
る
者
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
メ
タ
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
制
限
が
な
く
、
広
範
囲
に

利
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
調
査
権
限
規
制
法
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。

三
．
監
視
と
権
利
保
障
と
の
バ
ラ
ン
ス

も
っ
と
も
、
現
在
の
技
術
で
は
、
す
べ
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

通
信
を
傍
受
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
一
部
の
通
信
に
対
す

る
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
の
後
、
ご
く
限
ら
れ
た
通
信
デ
ー
タ
の
み
が

保
存
・
分
析
さ
れ
る
と
い
う
。
大
部
分
の
通
信
デ
ー
タ
が
ご
く
短

期
間
で
廃
棄
さ
れ
る
た
め
、
通
信
に
対
す
る
検
索
は
、
権
利
へ
の

干
渉
の
程
度
が
低
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

裁
判
所
は
二
〇
一
八
年
の
判
決
に
お
い
て
も
、
大
量
傍
受
の
実
施

自
体
を
条
約
違
反
と
は
せ
ず
、
国
家
安
全
保
障
の
確
保
と
い
う
目

的
の
下
で
正
当
化
で
き
る
と
の
立
場
を
と
っ
た
。

こ
の
落
と
し
ど
こ
ろ
は
、
テ
ロ
や
重
大
犯
罪
と
の
「
闘
い
」
を

継
続
す
る
必
要
性
と
、
権
利
保
障
の
必
要
性
と
の
間
の
均
衡
を
、
裁

判
所
が
模
索
し
た
結
果
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
の
確
立

は
、
サ
イ
バ
ー
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
よ
る
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権

利
等
へ
の
干
渉
を
前
提
と
す
る
社
会
の
到
来
を
意
味
し
て
い
る
。
た

だ
、
今
年
の
三
月
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
局
が
愛
国
者

法
二
一
五
条
に
基
づ
く
業
務
記
録
の
収
集
を
停
止
し
た
と
の
報
道

が
あ
り
、
も
は
や
業
務
記
録
の
収
集
が
テ
ロ
防
止
等
に
は
有
効
で
は

な
く
な
っ
た
と
の
分
析
も
あ
る
。
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
実
施
と
権
利

保
障
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
技
術
の
急
速
な
発
展
に
あ
わ
せ
て
、

流
動
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
技
術
発
展
に
あ
わ
せ
た
法
整
備

を
、
途
切
れ
な
く
進
め
る
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。
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絵
図
と
は
、
前
近
代
の
技
法
で
描
か
れ
た
古
地
図
の
こ
と
で
あ

る
。
近
年
の
政
府
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
政
策
の
下
で
、
多

く
の
歴
史
資
料
や
文
化
財
が
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
、
し
か
も

無
料
で
だ
れ
で
も
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
絵
図
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
商
用
も

含
め
て
、
そ
れ
ら
の
二
次
利
用
が
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
筆

者
宛
て
の
電
子
メ
ー
ル
に
は
、
た
ま
た
ま
「
江
戸
古
地
図
め
ぐ
り

ウ
ォ
ー
ク
ツ
ア
ー
」
な
る
ガ
イ
ド
つ
き
日
帰
り
旅
行
の
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
が
届
い
て
い
る
。
大
手
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
系
列

の
旅
行
社
が
募
集
し
て
い
て
、
十
回
の
う
ち
第
六
回
だ
と
い
う
の

だ
か
ら
、
一
回
に
つ
き
約
六
千
円
だ
が
、
そ
れ
な
り
の
集
客
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
絵
図
を
手
に
街
歩
き
観
光
と
い
う

と
り
く
み
は
、
全
国
に
広
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
の
場
に
向
け
て
、
博
物
館
や
図
書
館
な
ど
が
所
蔵

す
る
文
化
財
を
、
地
域
学
習
や
歴
史
学
習
の
教
材
利
用
の
実
践
例

を
添
え
て
発
信
し
て
い
る
動
き
も
あ
る
。
古
文
書
な
ど
と
異
な

り
、
絵
図
に
は
直
感
的
に
理
解
し
や
す
い
と
い
う
訴
求
力
が
あ
る

か
ら
だ
ろ
う
。

じ
つ
は
、
こ
れ
ら
の
現
に
公
開
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
絵
図
の

中
に
、「
穢
多
」「
非
人
」
な
ど
近
世
の
被
差
別
民
へ
の
身
分
呼

称
の
記
載
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
研
究
の
立
場

か
ら
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
全
国
部
落
史
研
究
会

で
は
、
絵
図
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
に
つ
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
議
論

を
経
て
、
今
年
六
月
に
開
か
れ
る
大
会
で
提
言
試
案
を
示
し
、
さ

ら
に
一
年
か
け
て
来
年
の
総
会
に
む
け
て
会
内
で
討
議
す
る
。
筆

者
は
、
こ
の
提
言
試
案
の
と
り
ま
と
め
に
関
わ
っ
て
い
る
。

絵
図
に
は
多
く
の
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
研
究
利
用
の
た
め

に
、
先
学
た
ち
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
部
落
に
足
を
運
ん
だ
り
、
ま

た
丁
寧
な
解
説
を
つ
け
る
こ
と
で
、
社
会
的
影
響
へ
の
懸
念
に
向

き
あ
っ
て
き
た
。
現
下
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
の
問
題
点
は
、
解

説
は
お
ろ
か
、
公
開
に
至
っ
た
経
緯
も
見
え
な
い
こ
と
に
あ
る
。

見
切
り
発
車
で
、
問
題
提
起
を
受
け
た
ら
そ
の
と
き
に
考
え
る
と

絵
図
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
化
と

絵
図
の
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
化
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
落
史
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
落
史
研
究

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

　
　

廣
岡　

浄
進



11

GLOBE No. 98  2019  summer

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

こ
の
背
景
に
は
、
文
教
予
算
が
削
減
さ
れ
て
教
育
研
究
の
現
場

が
疲
弊
し
て
い
る
一
方
で
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
は
競
争
的
補
助
金
が

用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
政
策
誘
導
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
や
個
人
が
持
っ
て
い
る
文
化
財
を
デ
ジ
タ

ル
公
開
さ
せ
て
吸
い
あ
げ
て
、
一
望
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ

が
、
い
っ
た
ん
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
出
し
て
し
ま
う
と
、
撤

回
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
化
が
抱
え
て

い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
点
の
整
理
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
新
た
な
「
部
落
地
名
総

鑑
」
が
ば
ら
ま
か
れ
た
こ
と
で
、
匿
名
の
悪
意
を
引
き
寄
せ
て
渦

を
巻
い
て
い
る
。
被
差
別
部
落
の
所
在
地
を
地
図
化
し
、
探
訪
と

称
す
る
記
事
を
蓄
積
し
、
の
み
な
ら
ず
部
落
出
身
者
の
人
名
録
を

本
人
了
解
な
く
作
り
、
さ
ら
に
住
所
や
電
話
番
号
な
ど
の
個
人
情

報
ま
で
大
量
に
暴
露
さ
れ
た
こ
と
で
、
民
事
裁
判
が
進
行
中
で
あ

る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
討
論
で
も
、
こ
れ
は
研
究
で
は
な
く
、

ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
つ
ま
り
差
別
煽
動
と
呼
ぶ
の
が
相
当
で
あ
り
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
法
的
ア
ク
セ
ス
権
の
視
点
を
鑑
み
て
、
国
連
勧

告
に
も
あ
る
よ
う
に
、
法
規
制
が
急
が
れ
る
と
い
う
声
も
あ
っ

た
。法

務
省
は
昨
年
一
二
月
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
同
和
地
区

の
摘
示
は
「
原
則
と
し
て
削
除
要
請
等
の
措
置
の
対
象
と
す
べ
き

で
あ
る
」
と
、
方
針
転
換
を
通
達
し
た
。
こ
の
通
達
は
、「
例
外

的
に
削
除
要
請
等
の
措
置
を
講
じ
る
の
が
相
当
で
な
い
場
合
」
と

し
て
「
学
術
，
研
究
等
の
正
当
な
目
的
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て
，

か
つ
，
個
別
具
体
的
な
事
情
の
下
で
，
当
該
情
報
の
摘
示
方
法
等

に
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
が
認
め
難
い
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
。
部

落
差
別
解
消
推
進
法
に
基
づ
く
運
用
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
れ

は
、
す
な
お
に
読
め
ば
、
学
術
研
究
も
そ
の
内
実
を
問
う
と
い
う

国
の
論
理
が
登
場
し
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
前
述
し
た
提
言
試
案
へ
の
流
れ
は
、
関
係
者
を
萎
縮

さ
せ
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
最
後
に
改
め

て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
史
資
料
の
公
開
が
な
け
れ
ば
研
究
は
進

ま
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
史
資
料
そ
の
も
の
の
隠
蔽
、
封
印
、
廃

棄
、
ま
し
て
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
る
改
竄
な
ど
は
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
だ
と
憂
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
事
実
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
迂
遠
な
よ
う
で
も
、
差
別
解
消
に
資
す
る
と

い
う
の
が
部
落
史
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
立
脚
点
で
も
あ
る
は

ず
だ
。
で
た
ら
め
な
歴
史
観
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
吹
聴

さ
れ
て
い
る
の
も
情
報
化
社
会
の
一
断
面
で
あ
る
現
実
を
押
さ

え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
史
料
公
開
の
あ
り
か
た
が
教
育
研
究
の

可
能
性
を
ひ
ろ
げ
る
の
か
、
議
論
を
深
め
た
い
。
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教
育
基
本
法
第
四
条
に
は
、
経
済
的
地
位
に
よ
っ
て
教
育
を

受
け
る
機
会
の
均
等
が
阻
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
謳
わ
れ

て
い
る
。
義
務
教
育
の
無
償
制
や
私
学
助
成
と
い
っ
た
教
育
へ

の
公
費
投
入
は
、
こ
の
条
文
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
、
日
本
に

お
い
て
は
、
従
来
、
初
等
中
等
教
育
期
（
中
学
校
）
を
上
限
に
、

学
校
教
育
費
を
中
心
と
す
る
教
育
費
へ
の
公
的
な
負
担
軽
減
策

が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

学
歴
別
人
口
の
構
成
比
で
み
る
と
、
日
本
は
諸
外
国
に
比
べ

て
、
中
卒
比
率
が
顕
著
に
低
く
、
高
卒
や
大
卒
比
率
が
相
対
的

に
高
い
。
二
〇
一
七
年
度
の
大
学
進
学
率
は
５
７
・
３
％
、
高
校

進
学
率
は
９
８
・
８
％
に
達
し
て
お
り
、
日
本
の
教
育
達
成
の
水

準
は
、
国
際
的
に
み
て
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
高
い
就
学
年
数

を
下
支
え
し
て
き
た
の
が
、
教
育
へ
の
公
費
投
入
に
加
え
、
家

計
に
よ
る
旺
盛
な
教
育
支
出
で
あ
り
、
公
私
相
ま
っ
た
金
銭
的

支
援
が
、
経
済
的
地
位
に
起
因
す
る
教
育
上
の
差
別
を
防
ぐ
と

と
も
に
、
教
育
達
成
の
水
準
引
き
上
げ
に
、
一
定
程
度
寄
与
し

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
就
学
年
数
が
平
均
し
て
高
い
こ
と
が
、
直
ち
に
教

育
の
利
用
や
選
択
を
め
ぐ
る
機
会
均
等
の
実
現
を
意
味
す
る
と

解
釈
す
る
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
早
計
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
一
に
、
初
等
か
ら
高
等
教
育
段
階
ま

で
の
教
育
支
出
に
占
め
る
私
費
負
担
の
割
合
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平

均
が
１
６
％
に
対
し
、
日
本
は
２
８
％
と
、
私
費
へ
の
依
存
度

が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、塾
や
予
備
校
、家
庭
教
師
と
い
っ
た
「
有

償
の
教
育
機
会
」
の
提
供
が
、
各
家
計
の
経
済
状
況
の
差
を
反

映
し
や
す
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
二
に
、
教
育
費
を
左

右
す
る
家
計
の
所
得
分
布
が
、
近
年
、
中
間
所
得
層
を
中
心
に

低
所
得
の
側
に
移
行
し
て
お
り
、
家
計
所
得
の
低
所
得
化
が
進

行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
つ
て
は
旺
盛
で
あ
っ
た
家
計

の
教
育
支
出
に
陰
り
が
生
じ
、
所
得
階
層
間
の
教
育
支
出
の
格

差
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

学
校
外
教
育
費
に
み
る

学
校
外
教
育
費
に
み
る

　
　
　
　
　

教
育
機
会
の
格
差

　
　
　
　
　

教
育
機
会
の
格
差

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

同
志
社
大
学
大
学
院
総
合
政
策
科
学
研
究
科
教
授

　
　

田
中　

宏
樹
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以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
教
育
の
機
会
均
等
を
論

じ
る
際
、
そ
れ
を
金
銭
面
か
ら
下
支
え
す
る
家
計
の
教
育
支
出
、

具
体
的
に
は
公
費
で
賄
わ
れ
な
い
学
校
外
教
育
費
に
焦
点
を
当

て
、
そ
の
家
計
毎
の
支
出
実
態
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、「
家
計
調
査
年
報
」

（
総
務
省
統
計
局
）
の
年
間
支
出
五
分
位
階
層
別
の
デ
ー
タ
を
用

い
て
、
所
得
や
支
出
の
格
差
を
検
証
す
る
代
表
的
指
標
の
一
つ

で
あ
る
「
カ
ク
ワ
ニ
係
数
」
を
も
と
に
、
学
校
外
教
育
費
の
典

型
で
あ
る
補
習
教
育
（
塾
、
予
備
校
、
家
庭
教
師
代
等
）
を
め

ぐ
る
、
支
出
階
層
間
の
格
差
の
時
系
列
的
変
化
を
計
測
し
た
。
カ

ク
ワ
ニ
係
数
と
は
、端
的
に
い
え
ば
、検
証
対
象
の
消
費
支
出
（
こ

こ
で
は
補
習
教
育
）
の
世
帯
間
の
偏
り
と
、
全
消
費
支
出
の
世

帯
間
の
偏
り
の
差
を
計
測
し
、
そ
の
差
が
大
き
け
れ
ば
、
全
消

費
支
出
の
偏
り
に
比
し
て
、
あ
る
特
定
の
消
費
支
出
の
世
帯
間

の
偏
り
が
大
き
い
、
す
な
わ
ち
世
帯
間
の
格
差
が
大
き
い
と
判

断
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
か
ら
教
育
段
階
別
（
幼
小
、
中
、
高
、
大
）
に

利
用
可
能
な
「
家
計
調
査
年
報
」
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
カ
ク

ワ
ニ
係
数
を
計
測
し
て
み
る
と
、
補
習
教
育
全
体
に
つ
い
て
は
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
上
昇
ト
レ
ン
ド
に
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
、
幼
・

小
学
校
段
階
の
補
習
教
育
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
中
学
校
受
験
ブ
ー
ム
を
背
景
と
す

る
受
験
の
早
期
化
が
、
低
学
齢
期
に
お
け
る
教
育
支
出
の
世
帯

間
格
差
を
増
長
さ
せ
て
い
る
実
態
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
同

時
に
、
中
学
校
に
進
学
す
る
段
階
で
、
家
計
の
経
済
状
況
に
起

因
す
る
教
育
の
利
用
や
選
択
を
め
ぐ
る
機
会
均
等
が
阻
ま
れ
て

い
る
可
能
性
が
提
起
さ
れ
た
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。

高
校
生
へ
の
授
業
料
補
助
や
大
学
生
向
け
の
給
付
型
奨
学
金

の
拡
充
な
ど
、
近
年
、
教
育
へ
の
新
た
な
公
費
投
入
の
動
き
は

始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
依
然
と
し
て
学
校
教
育
費
で

あ
り
、
家
計
の
経
済
状
況
に
左
右
さ
れ
る
学
校
外
教
育
費
は
対

象
と
な
っ
て
い
な
い
。
経
済
的
地
位
に
よ
る
教
育
の
機
会
均
等

が
阻
ま
れ
な
い
よ
う
、
家
計
の
流
動
性
制
約
を
緩
和
す
べ
く
、
低

学
齢
期
の
塾
代
や
家
庭
教
師
代
を
含
む
学
校
外
教
育
費
へ
の
公

費
投
入
の
是
非
に
つ
い
て
、
検
討
す
べ
き
時
期
に
差
し
掛
か
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

＜
文
献＞

田
中
宏
樹
（
二
〇
一
九
）「
有
償
の
教
育
機
会
を
め
ぐ
る
家
計

間
格
差

－

カ
ク
ワ
ニ
指
標
を
用
い
た
学
校
外
教
育
費
の
不
平
等

度
の
計
測

－

」
日
本
地
方
財
政
学
会
第
二
七
回
報
告
論
文

（
二
〇
一
九
年
六
月
一
日
〜
二
日
、
於
朱
鷺
メ
ッ
セ
）
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先
進
国
首
脳
会
合
（
Ｇ
７
）
は
一
九
七
五
年
の
フ
ラ
ン
ス
・

ラ
ン
ブ
イ
エ
・
サ
ミ
ッ
ト
に
始
ま
り
、
先
進
国
グ
ル
ー
プ
の
政

策
協
調
の
た
め
の
機
会
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
課
題
は
当
初
、
先
進
国
の
首
脳
に
と
り
無
縁
な
こ
と
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
九
九
五
年
の
北
京
女
性
会
議
を
契
機

に
採
択
文
書
の
中
で
「
女
性
」
へ
の
言
及
が
増
え
、
そ
の
傾
向

は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
加
速
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
、
カ

ナ
ダ
の
ト
ル
ド
ー
首
相
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
Ｇ
７
の
課
題
す

べ
て
に
主
流
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
諮

問
委
員
会
（
二
〇
名
で
構
成
）
を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
試
み
は

二
〇
一
九
年
の
議
長
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領

に
継
が
れ
、
二
〇
一
九
年
は
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
府
に
Ｇ
７
の
た

め
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
諮
問
委
員
会
（
三
五
名
で
構
成
）
が
設

立
さ
れ
た
。
私
は
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
の
両
年
度
に
わ

た
り
、
こ
の
委
員
を
務
め
て
い
る
。

委
員
の
仕
事
の
ひ
と
つ
は
、
サ
ミ
ッ
ト
（
首
脳
会
議
）
に
先

立
ち
開
催
さ
れ
る
大
臣
会
合
に
出
席
し
協
議
に
参
加
す
る
こ
と

で
あ
る
。
私
は
二
〇
一
九
年
五
月
五

－

六
日
に
フ
ラ
ン
ス
北
部

の
メ
ス
で
開
催
さ
れ
た
環
境
大
臣
会
合
に
参
加
す
る
機
会
を
得

た
。二

〇
一
九
年
の
サ
ミ
ッ
ト
（
開
催
地
は
フ
ラ
ン
ス
南
部
の
ビ

ア
リ
ッ
ツ
）
の
大
き
な
特
徴
は
、
全
体
の
テ
ー
マ
を
「
不
平
等

と
の
闘
い
」
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
政
治
や
経
済
を
不

安
定
に
さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
、そ
れ
は
「
不
平
等
」
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
「
格
差

社
会
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
が
、
国
際
社
会
で
は
「
不

平
等
」（
英
語
のinequality

）
と
表
現
し
て
お
り
、
後
者
の
方

が
言
葉
の
中
に
よ
り
明
瞭
に
「
違
法
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
判

断
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。

地
球
課
題
へ
の
多
国
間
で
の
取
り
組
み

地
球
課
題
へ
の
多
国
間
で
の
取
り
組
み

　
　

―
Ｇ
７
環
境
大
臣
会
合
に
出
席
し
て

　
　

―
Ｇ
７
環
境
大
臣
会
合
に
出
席
し
て

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

弁
護
士

　
　

林　

陽
子
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環
境
大
臣
会
合
で
は
生
物
多
様
性
条
約
に
基
づ
く
初
め
て
の

国
家
間
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト
が
直
前
に
公
表
さ
れ
、
今

後
数
十
年
間
の
う
ち
に
一
〇
〇
万
以
上
の
動
植
物
の
種
が
絶
滅

す
る
と
い
う
警
告
が
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
。

生
物
の
多
様
性
が
失
わ
れ
る
原
因
の
ひ
と
つ
は
気
候
変
動
で

あ
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
に
よ
る
温
暖
化
、
干
ば
つ
、
洪
水
、
山

火
事
な
ど
が
種
に
与
え
る
影
響
は
見
逃
せ
な
い
。
電
気
や
水
道

の
な
い
途
上
国
の
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
水
や
燃
料
の
薪

を
集
め
る
の
は
女
性
の
仕
事
と
さ
れ
、
女
児
の
就
学
率
・
識
字

率
の
低
さ
に
影
響
し
て
い
る
。
児
童
婚
が
な
く
な
ら
な
い
理
由

の
ひ
と
つ
も
、
水
汲
み
の
労
働
力
と
し
て
若
い
嫁
が
必
要
だ
か

ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
女
性
は
世
界
中
で
農
業
の

主
な
担
い
手
で
あ
り
、
女
性
の
経
験
を
災
害
の
緩
和

（m
itigation

）
や
適
応
（adaptation

）
に
活
か
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
気
候
変
動
よ
り
も
生
物
多
様
性
を
脅
か
す
大
き
な

原
因
は
、
都
市
へ
の
人
口
集
中
と
人
口
ひ
と
り
あ
た
り
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
の
増
加
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人
口
の

移
住
、
定
住
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
も
大
き
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。

女
性
の
経
験
を
環
境
政
策
に
活
か
す
意
義
は
、
被
害
者
・
弱

者
と
し
て
の
視
点
を
持
つ
こ
と
に
限
ら
れ
な
い
。
女
性
は
政
策

の
恩
恵
を
受
け
る
受
け
身
の
存
在
で
は
な
く
、
積
極
的
に
現
状

変
革
の
担
い
手
（agency

）
と
し
て
行
動
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
女
性
が
も
っ
と
、
科
学
者
・
技
術
者
・

政
策
決
定
者
と
し
て
社
会
の
中
心
に
出
て
来
る
基
盤
が
必
要
で

あ
る
。ST

EM

（Science

・
科
学
、T

echnology

・
技
術
、

Engineering

・
工
学
、M

athem
atics

・
数
学
）
分
野
を
学
ぶ

女
性
を
増
や
す
こ
と
は
そ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
政
府
の
意
識
的

な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
が
推
進
し
て
き

た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
応
答
す
る
環
境
ア
ク
シ
ョ
ン
・
研
修

（G
ender R

esponsible E
nvironm

ent A
ction and 

T
raining, 

略
称GREA

T

）」
を
支
援
し
、
Ｇ
７
大
臣
会
合
で

採
択
が
な
さ
れ
た
。GREA

T

に
対
し
て
は
、
研
修
の
み
に
焦

点
を
当
て
、
政
府
の
資
金
拠
出
の
約
束
が
な
い
と
の
環
境
Ｎ
Ｇ

Ｏ
か
ら
の
批
判
が
あ
る
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
環
境
を
リ
ン

ク
さ
せ
、
初
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
点
は
積
極
的
に
評
価
し

た
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
二
〇
三
〇
年

に
向
け
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
達
成
と
も

大
い
に
関
連
し
て
い
る
。
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近
代
国
家
資
本
主
義
経
済
は
、
こ
の
底
辺
労
働
力
を
黒
人
奴
隷
、
農

奴
、
植
民
地
人
の
獲
得
で
補
っ
て
き
た
が
、
現
代
で
は
外
国
人
労
働
者

と
の
自
由
契
約
に
よ
っ
て
一
時
移
入
の
政
策
が
と
ら
れ
る
。

入
国
管
理
局
参
事
官
を
勤
め
た
竹
内
昭
太
郎
は
、『
出
入
国
管

理
行
政
論
』（
信
山
社
，
一
九
九
八
年
）
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
は
じ
め
人
び
と
が
商
品
生
産
の
労
働
へ
と
力
づ
く
で

動
員
さ
れ
て
「
黒
人
奴
隷
、
農
奴
、
植
民
地
人
」
と
な
り
、
や
が

て
自
ら
労
働
力
を
販
売
す
る
賃
金
労
働
者
と
な
る
、
と
い
う
労
働

力
の
近
代
史
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

経
済
学
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
農
村
や
植
民
地
か
ら
労
働
力
を
抽

出
す
る
「
本
源
的
蓄
積
」
か
ら
、資
本
主
義
的
生
産
の
内
部
で
「
相

対
的
過
剰
人
口
」
を
介
し
て
労
働
力
が
循
環
す
る
労
働
市
場
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
あ
る
。

こ
の
過
程
に
つ
い
て
、
農
学
者
の
山
崎
亮
一
は
こ
ん
な
ふ
う
に

言
っ
て
い
る
。
日
本
の
資
本
主
義
的
生
産
に
外
部
か
ら
労
働
力
を

供
給
し
て
き
た
国
内
農
村
人
口
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
つ
い
に
涸

渇
し
、
本
源
的
蓄
積
過
程
は
終
点
に
達
し
た
。
そ
の
後
の
日
本
経

済
は
、
短
期
・
非
正
規
雇
用
と
失
業
者
な
ど
の
相
対
的
過
剰
人
口

を
膨
張
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
景
気
局
面
に
応
じ
て
労
働
力
を
産
業
に

吸
引
し
、
排
出
す
る
流
動
的
労
働
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
確
立
し
た

の
だ
、
と
。（『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
下
の
農
業
構
造
動
態
』

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
四
年
：
第
5
章
）

こ
の
労
働
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
し
か
し
、
農
村
か
ら
の
労
働

力
供
給
が
途
絶
え
た
の
ち
に
も
外
部
と
の
関
係
を
閉
じ
て
い
な

い
。
山
崎
は
国
内
農
村
工
業
か
ら
途
上
国
へ
の
対
外
直
接
投
資
へ

と
い
う
一
九
八
〇
年
代
末
の
「
低
賃
金
労
働
力
基
盤
の
移
行
」
に

触
れ
て
い
る
が
、
同
じ
時
期
に
外
国
人
労
働
力
の
導
入
が
始
ま
っ

た
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、世
界
の
「
中
心
」

部
の
国
内
労
働
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
不
完
全
で
あ
っ
て
、「
周
辺
」

部
か
ら
の
労
働
力
供
給
を
欠
か
せ
な
い
の
だ（
山
崎
前
掲
：
終
章
）。

じ
っ
さ
い
、
現
下
の
「
深
刻
化
す
る
人
手
不
足
」
す
な
わ
ち
「
生

産
性
向
上
や
国
内
人
材
の
確
保
の
た
め
の
取
組
を
行
っ
て
も
な
お

人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
」
を
理
由
と
し
て
、
こ
の

　

近
代
史
の
な
か
の

　

近
代
史
の
な
か
の

　
　
「
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
」

　
　
「
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
」

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

大
谷
大
学
非
常
勤
講
師

　
　

古
屋　

哲
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4
月
、
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
の
拡
大
を
め
ざ
す
「
特
定
技
能
制

度
」
が
開
始
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
図
式
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
本

源
的
蓄
積
の
諸
制
度
と
今
日
の
外
国
人
労
働
力
導
入
は
、
い
ず
れ

も
外
部
か
ら
の
│
│
資
本
主
義
的
生
産
の
外
部
、
あ
る
い
は
国
内

労
働
力
市
場
の
外
部
か
ら
の
│
│
労
働
力
供
給
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
っ
て
、
両
者
に
共
通
す
る
構
造
的
要
因
を
考
察
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
な
か
で
も
再
生
産
費
用
の
外
部
化
と
強
制
力
・
暴
力

は
、
人
権
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

資
本
主
義
的
生
産
は
、
外
部
の
労
働
力
を
利
用
し
て
、
労
働
力

再
生
産
費
用
の
一
部
を
外
部
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働

者
と
家
族
の
再
生
産
を
保
障
で
き
な
い
低
い
水
準
の
賃
金
と
社
会

保
障
に
は
、
こ
う
し
た
構
造
的
な
根
拠
が
あ
る
。
し
か
も
、
現
在

の
人
手
不
足
は
企
業
が
労
働
コ
ス
ト
を
極
限
に
ま
で
押
さ
え
込
ん

だ
結
果
だ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
（
野
田
進
「
人
手
不
足
と
労
働
立

法
」）、
ま
た
、
社
会
保
障
費
は
全
般
的
に
削
減
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
で
も
外
国
人
労
働
者
の
来
日
を
期
待
で
き
る
の
は
、
か
れ
ら
の

出
身
地
域
の
賃
金
と
社
会
保
障
の
水
準
が
さ
ら
に
低
い
か
ら
、
貧

困
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
か
れ
ら
と
そ
の
家
族
が
心
に
描
き
、

現
実
に
生
き
て
い
る
の
は
、
ど
ん
な
人
生
で
あ
り
社
会
な
の
か
。

こ
う
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
住
化
と
移
民
の
是
非
を
め
ぐ
る
議

論
は
、
一
国
を
超
え
る
視
野
の
な
か
で
見
直
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
外
部
か
ら
労
働
者
を
徴
集
し
生
産
に
従
事
さ
せ
る
制
度

に
は
、
し
ば
し
ば
強
制
力
が
と
も
な
う
。
歴
史
的
に
は
、
た
と
え

ば
日
本
で
は
組
頭
・
組
夫
制
度
が
、
東
南
・
南
ア
ジ
ア
で
は
農
業

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
労
働
者
募
集
制
度
が
発
達
し
た
が
、
暴
力

と
中
間
搾
取
を
と
も
な
う
こ
れ
ら
の
制
度
と
、
現
代
の
や
は
り
多

様
な
労
働
者
派
遣
事
業
と
の
間
に
は
連
続
性
を
見
出
し
う
る
。
歴

史
と
社
会
に
根
を
も
つ
こ
う
し
た
労
働
慣
行
が
、
現
代
日
本
の
技

能
実
習
制
度
の
基
盤
を
な
す
。
国
際
多
重
派
遣
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
組

織
さ
れ
、
強
制
的
な
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
を
実
現
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
今
次
の
特
定
技
能
制
度
は
、
そ
こ
に
総
量
制
限
と
不

況
時
の
受
入
停
止
と
い
う
量
的
規
制
の
機
能
を
加
え
、
ま
た
企
業

の
倒
産
や
生
産
調
整
に
備
え
て
一
定
範
囲
内
で
の
転
職
を
容
認
す

る
な
ど
、
景
気
変
動
と
労
働
市
場
の
流
動
化
に
い
っ
そ
う
適
合
的

な
制
度
を
め
ざ
し
て
い
る
。

強
制
力
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
視
野
は
ふ
た
た
び

広
が
る
。
外
国
人
労
働
力
導
入
制
度
の
も
っ
と
も
重
要
な
強
制
力

は
、
貧
困
な
人
び
と
を
国
境
で
止
め
、
領
域
か
ら
排
除
す
る
場
面

で
作
用
す
る
。
そ
の
目
的
は
、「
周
辺
」
地
域
の
労
働
力
は
利
用

す
る
が
、か
れ
ら
の
低
賃
金
を
支
え
る
貧
困
の
侵
入
は
阻
む
こ
と
、

で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
外
国
人
労
働
者
の
素
顔
と
は
、
中
米
の

貧
困
と
暴
力
か
ら
逃
れ
て
米
国
と
の
国
境
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
、

あ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
顔
、
顔
、
顔
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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職
場
に
お
け
る
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
は
昔
か
ら
存
在
す
る
が
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
セ
ク
ハ
ラ
）、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
（
パ
ワ
ハ
ラ
）
や
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
妊

娠
・
出
産
・
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
。
マ
タ
ハ
ラ
）

等
の
よ
う
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
用
語
が
近
年
一
般
的
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が

社
会
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
働
き
方
改
革
実
行
計
画
（
２
０
１
７
年
3
月

28
日
働
き
方
改
革
実
現
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
職
場
の
パ
ワ
ハ

ラ
防
止
の
強
化
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
厚
生
労
働

省
に
て
「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
に
つ
い
て
の

検
討
会
」
が
設
置
さ
れ
、２
０
１
８
年
3
月
に
報
告
書
（
２
０
１
８

年
厚
労
省
報
告
書
）
が
公
表
さ
れ
た
（
２
０
１
８
年
厚
労
省
報
告

書
の
概
要
に
つ
い
て
は
グ
ロ
ー
ブ
95
号
19
頁
参
照
）。
そ
の
後
、
労

働
政
策
審
議
会
で
の
検
討
結
果
（「
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活

躍
の
推
進
及
び
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
等
の
在
り
方
に

つ
い
て
」（
２
０
１
８
年
12
月
14
日
労
政
審
報
告
））
を
踏
ま
え
て
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
を
図
る
労
働
施
策
総
合
推
進
法
等
の

改
正
法
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
、
２
０
１
９
年
5
月
29
日
に
同
改

正
法
案
が
成
立
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
若
干
の
課
題
を

述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

主
な
改
正
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
1
）
国
の
施
策
と

し
て
、
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
言
動
に
起

因
す
る
問
題
の
解
決
促
進
を
明
記
し
た
こ
と
（
労
働
施
策
総
合
推

進
法
4
条
1
項
）、（
2
）
①
事
業
主
に
対
し
て
、
職
場
に
お
い
て

行
わ
れ
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
が
業
務
上
必
要
か

つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
就
業
環
境
が

害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
当
該
労
働
者
か
ら
の
相
談
対
応

体
制
の
整
備
等
の
雇
用
管
理
上
の
措
置
義
務
を
課
す
こ
と
（
同
30

条
の
2
第
1
項
）、
②
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
厚

生
労
働
大
臣
が
指
針
を
定
め
る
こ
と
（
同
3
項
）、（
3
）
事
業
主

に
対
し
て
、
労
働
者
が
（
2
）
の
相
談
を
行
っ
た
こ
と
等
を
理
由

と
し
て
、
当
該
労
働
者
に
対
す
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
取
扱
い
を

職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
法
制
と
課
題

職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
法
制
と
課
題

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授

　
　

上
田　

達
子
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禁
止
す
る
こ
と
（
同
2
項
）、（
4
）（
2
）
及
び
（
3
）
に
係
る
労

使
紛
争
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
援
助

や
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
調
停
の
対
象
と
す
る
こ
と
（
同
30
条

の
5
、
30
条
の
6
）、（
5
）
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
（
2
）

の
言
動
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
や
当
該
言
動
に
起
因
す
る
問

題
（
優
越
的
言
動
問
題
）
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、

国
は
そ
の
周
知
・
啓
発
等
を
行
い
、
事
業
主
は
労
働
者
が
他
の
労

働
者
に
対
す
る
言
動
に
注
意
す
る
よ
う
配
慮
し
、
ま
た
事
業
主
と

労
働
者
は
自
ら
の
言
動
に
注
意
す
る
責
務
を
負
う
こ
と
（
同
30
条

の
3
）
で
あ
る
。
セ
ク
ハ
ラ
と
マ
タ
ハ
ラ
に
つ
い
て
も
防
止
対
策

を
強
化
す
る
た
め
、（
3
）
及
び
（
5
）
と
同
様
の
規
定
が
設
け
ら

れ
た
（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
11
条
2
項
、
11
条
の
2
、
11
条
の

3
第
2
項
、11
条
の
4
、育
児
介
護
休
業
法
25
条
2
項
、25
条
の
2
）。

改
正
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
セ
ク
ハ
ラ
や
マ
タ
ハ
ラ
の
場
合
と

同
様
に
、
法
律
上
パ
ワ
ハ
ラ
と
い
う
用
語
を
使
用
せ
ず
、
パ
ワ
ハ

ラ
行
為
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、（
2
）
①
の
通
り
、

事
業
主
に
対
し
て
職
場
に
お
け
る
優
越
的
言
動
問
題
に
関
す
る
雇

用
管
理
上
の
措
置
義
務
を
課
し
た
点
に
あ
る
。（
2
）
②
の
通
り
、

事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
の
具
体
的
内
容
の
ほ
か
、
職
場
の
パ
ワ

ハ
ラ
の
典
型
的
な
類
型
、
取
引
先
・
顧
客
等
の
第
三
者
か
ら
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
や
著
し
い
迷
惑
行
為
に
関
す
る
相
談
対
応
等
に
つ
い

て
は
、
２
０
１
８
年
厚
労
省
報
告
書
や
２
０
１
８
年
12
月
14
日
労

政
審
報
告
を
踏
ま
え
て
、
今
後
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
に

お
い
て
示
さ
れ
る
。
な
か
で
も
相
談
対
応
体
制
の
整
備
が
重
要
と

な
る
が
、
連
合
「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す

る
実
態
調
査
２
０
１
９
」（
２
０
１
９
年
5
月
28
日
公
表
）
に
よ
れ

ば
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
人
の
44
％
が
「
誰
に
も
相
談
し
な

か
っ
た
」
と
回
答
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
相
談
し
て
も
無
駄
だ

と
思
っ
た
か
ら
」（
67
・
3
％
）
が
最
も
多
い
。
一
方
で
、
相
談
窓

口
に
よ
る
対
応
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
相
談
窓
口
の

責
任
者
が
、
問
題
解
決
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
の
調
査
・
確
定
を

十
分
に
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
等
に
過
失
が
認
め
ら
れ
た
事
案
（
A

市
職
員
（
セ
ク
ハ
ラ
損
害
賠
償
）
事
件
・
横
浜
地
判
平
成
16
・
7
・

8
労
判
８
８
０
号
１
２
３
頁
）、
パ
ワ
ハ
ラ
申
告
に
係
る
内
部
通
報

窓
口
の
担
当
従
業
員
の
不
法
行
為
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
案
（
サ

ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
事
件
・
東
京
高
判
平
成
27
・
1
・

28
労
経
速
２
２
８
４
号
7
頁
）
や
、
企
業
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
法

令
遵
守
体
制
・
相
談
窓
口
体
制
を
整
備
・
運
用
し
て
い
る
親
会
社
は
、

グ
ル
ー
プ
会
社
の
従
業
員
か
ら
の
相
談
に
対
し
て
適
切
に
対
応
す

べ
き
信
義
則
上
の
義
務
を
負
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
事
案

（
イ
ビ
デ
ン
事
件
・
最
一
小
平
成
30
・
2
・
15
労
判
１
１
８
１
号
5

頁
。
結
論
と
し
て
親
会
社
の
責
任
は
否
定
）
等
が
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
い
か
に
実
効
的
な
相
談
対
応
体
制
を
整
備
・
運
用

す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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少
子
化
や
核
家
族
化
、
都
市
化
等
の
進
行
に
よ
り
人
間
関
係

が
希
薄
化
し
、
児
童
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
、
障
害
、
ひ
き
こ
も
り
な
ど

家
庭
で
の
様
々
な
悩
み
を
抱
え
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
家
庭
を
取
り
巻
く
様
々
な
問
題
に
総
合
的
か
つ
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応
す
る
た
め
、
平
成
二
十
二
年
四
月
に
京
都

児
童
相
談
所
・
婦
人
相
談
所
・
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
・
知

的
障
害
者
更
生
相
談
所
を
統
合
し
、「
京
都
府
家
庭
支
援
総
合

セ
ン
タ
ー
」（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
と
い
う
。）
を
開
設
し
、
今
年

で
十
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

〇
様
々
な
家
庭
問
題
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応

家
庭
内
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
様
々
な
機
関
に
相

談
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。

ま
た
、
法
令
に
よ
り
個
々
の
機
関
が
設
置
さ
れ
る
た
め
、
例

え
ば
、
知
的
障
害
、
身
体
障
害
で
あ
れ
ば
、
十
八
歳
未
満
は
児

童
相
談
所
、
十
八
歳
以
上
は
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
、
知
的

障
害
者
更
生
相
談
所
に
御
相
談
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
せ
っ

か
く
今
ま
で
培
っ
て
き
た
関
係
性
が
途
絶
え
、
御
負
担
を
お
か

け
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｖ
と
児
童
虐
待
は
家
庭
内
で
複
合
的
に
生
じ
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
Ｄ
Ｖ
は
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
、
児
童
虐
待
は
児
童
相

談
所
と
事
象
ご
と
に
相
談
機

関
が
異
な
り
ま
す
。

精
神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
、
つ
ら
い
思
い
で
御
相
談

に
来
ら
れ
た
方
に
、
こ
れ
ま

で
は
、
あ
ち
こ
ち
何
カ
所
も

足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、
同

じ
話
を
何
度
も
繰
り
返
し
し

京
都
府
家
庭
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長

　
　

福
井　

千
津

開
設
十
年
目
を
迎
え
た
「
京
都
府
家
庭

　
　
　
　

支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
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て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
相
談
機
能
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、

虐
待
、
非
行
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
へ
の
「
ト
ー
タ
ル
な
支
援
」
が
可
能

に
な
る
と
と
も
に
、年
齢
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

同
一
機
関
で
生
涯
に
わ
た
り
一
貫
し
た
「
継
続
的
な
支
援
」
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。

〇
専
門
職
員
に
よ
る
専
門
相
談

複
雑
、
多
様
化
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
で
の
課
題

も
ま
た
、
複
雑
、
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
本
セ
ン
タ
ー
で
は
、

臨
床
心
理
士
や
精
神
保
健
福
祉
士
を
は
じ
め
、
様
々
な
専
門
職

員
が
府
民
の
方
々
か
ら
の
御
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

四
つ
の
相
談
所
を
統
合
し
た
こ
と
に
よ
り
、
専
門
職
員
を
集

中
配
置
で
き
、
専
門
性
が
向
上
し
、
よ
り
「
質
の
高
い
支
援
」

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
専
門
職
員
同
士
、
意
見
交
換
を
し
、
ス
キ
ル
を
高
め

合
う
と
い
っ
た
効
果
も
出
て
い
ま
す
。

〇
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化

「
相
談
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
受
け
る
」
と
い
う
セ
ン
タ
ー
の

利
点
は
府
民
の
方
々
だ
け
で
な
く
、福
祉
の
中
核
機
関
と
し
て
、

関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

御
相
談
者
の
悩
み
や
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
様
々
な

角
度
か
ら
、
関
係
機
関
が
連
携
し
て
解
決
に
当
た
っ
て
い
く
必

要
が
あ
り
、
市
町
村
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
機
関
同
士
の
連
携

は
、迅
速
な
問
題
解
決
が
で
き
る
と
い
う
効
果
が
出
て
い
ま
す
。

社
会
の
変
化
に
伴
い
、
家
庭
内
の
問
題
も
ま
す
ま
す
複
雑
、

多
様
化
し
て
い
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
の
設
置
か
ら
十
年
の
間
に
も
、
さ
ら
な
る
相
談
機

能
の
強
化
、
充
実
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
関
係
機
関
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
様
々
な
相
談
に

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
対
応
す
る
、
身

近
な
相
談
機
関
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
参
り
ま
す
。
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2019年度　人権大学講座
人権大学講座は、国連の「世界人権宣言」50周年を機に、1998年に開設したもので今年度で 22年目

を迎えます。時の話題や社会の関心事などにも視点を向け、多彩なテーマで人権問題を考えていただけ
るよう講座を編成しています。

＊今年度も「人権大学講座」に「講座・人権ゆかりの地をたずねて」（※）を統合して実施します。
■講座日程表／講座内容

月日曜 種　別 時時　間間 講　座　名 講講　師師 備考

2 7月 9日
（火）

講義 14:00～ 15:40
グローバルなインターネット企業と

個人の人権 曽我部真裕 PT１

3 7月 22日
（月）

講義 14:00～ 15:40 差別を維持再生産する装置としての政治制度 岡野　八代
ＰＴ４

吉田　容子

4 8月 1日
（木）

講義
（旧ゆかり） 14:00～ 15:40 朝鮮通信使と天皇 仲尾　　宏 登録４

5 8月 19日
（月）

講義 14:00～ 15:40 子どもの貧困と人権 村井　琢哉 PT３

6 9月 10日
（火）

ワーク
ショップ 14:00～ 16:00

多文化共生と人権について考える
～「ひょうたん島問題」を通して～

藤原　孝章 登録５

7 9月 20日
（金）

講義 14:00～ 15:40
『男女雇用機会均等法』発展史

～性差別禁止立法のこれまでとこれから～
青木　克也 PT６

8 10月 15日
（火）

講義
（旧ゆかり） 14:00～ 15:40

京都・鴨川河原の歴史
～「四条河原」「五条河原」に生きた人びと～ 下坂　　守 ー

9 10月 29日
（火）

フィールド
ワーク 13:00～ 17:00

在日コリアンの歴史・現状、多文化共生、
東九条の成り立ち

南　　珣賢
ー村木美都子

山本　崇記

10 11月 22日
（金）

講義 14:00～ 15:40 外国人労働の受け入れと人権 薬師寺公夫 PT５

11 12月 13日
（金）

講義
（旧ゆかり） 14:00～ 15:40 海を渡った被差別民 関口　　寛 PT２

12 1月 24日
（金）

講義 14:00～ 15:40 死刑と人権 ～死刑をどう考えるか～ 大谷　　實 理事長

修了式 15:40～ 15:50 研究センター理事長　大谷　　實

「旧ゆかり」は、「講座・人権ゆかりの地をたずねて」のことを示しています。
※  「講座・人権ゆかりの地をたずねて」：京都の各地を人権の視点から紹介し、その歴史をたどりな
がら学ぶ講座
　備考欄　「PT」はプロジェクトチーム、「登録」は登録チームを示しています。

会場： 9 エルファセンター　（南、東九条北松ノ木町 12）
　　   その他　ハートピア京都（中、烏丸丸太町下ル）
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講義会場
京都府立総合社会福祉会館　ハートピア京都
〒 604-0874　  京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地
TEL 075-222-1777 / FAX 075-222-1778
• 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車　5番出口
　（地下鉄連絡通路にて連結）
• 京都市バス、京都バス、JRバス
　「烏丸丸太町」バス停下車　烏丸通り沿い南へ

会場案内

受 講 料 1回　1,000円　　全講座一括の場合　10,000円
 （初日のシンポジウムは受講料無料）
 ※全講座を一括で申込みいただくと受講料が割引きとなります。
 ※賛助会員は無料で受講できます。

受講手続き ○ 受講日前日までに、「受講申込書」（別紙）に必要事項を記入し、郵送又は
FAXで申込みの上、指定の金融機関口座に受講料を振り込んでください。
複数の受講希望日をまとめて申込みが出来ます。

 ○  申込み及び受講料の振り込みが間に合わない場合は、当日、会場での受付
も可能です。

 　（ただし、定員を超過している場合は受講出来ません。）

・京都銀行 府庁前支店 普通　 853685

・三菱UFJ銀行 京 都 支 店 普通　1222396

・京都中央信用金庫 本　　　店 普通　1039688

申 込 先 公益財団法人世界人権問題研究センター
 〒 604-8221 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地1
 電話：075-231-2600　FAX：075-231-2750
 E-mail　 jinken@khrri.or.jp
 HP：http://www.khrri.or.jp

申込方法

※受付：午後1時30分～
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京
都
の
ま
ち
に
は
、
名
刹
、
名
庭
、
史
跡
な
ど
数
多
く
の
名
勝

地
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
、
京
都
の
歴
史
と
文
化
の
創
造
・

発
展
に
寄
与
し
た
被
差
別
民
衆
の
生
活
史
が
お
り
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
人
び
と
が
京

都
文
化
の
構
築
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
よ
う
な
名
勝
地
な
ど
を
人
権
と
い
う

視
点
で
と
ら
え
巡
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人
権

ガ
イ
ド
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。

【
コ
ー
ス
一
例
】

■
洛
北
コ
ー
ス

〈
龍
安
寺
・
金
閣
寺
・
ツ
ラ
ッ

テ
ィ
千
本
・
北
野
天
満
宮
〉

■
洛
東
コ
ー
ス

〈
銀
閣
寺
・
水
平
社
石
碑
・

八
坂
神
社
・
清
水
寺
・
耳
塚
・

豊
国
神
社
〉

■
洛
中
コ
ー
ス

〈
千
本
釈
迦
堂
・
相
国
寺
・
尹

東
柱
詩
碑
・
護
王
神
社
・
六

角
堂・四
条
河
原
の
阿
国
像
〉

■
洛
南
コ
ー
ス　

〈
東
寺
・
柳
原
銀
行
資
料
館
・
醍
醐
三
宝
院
・
伏
見
稲
荷
大
社
〉

■
洛
西
コ
ー
ス

〈
松
尾
大
社
・
月
読
社
・
葛
野
大
堰
・
天
龍
寺
・
広
隆
寺
〉

コ
ー
ス
は
一
例
で
す
。
そ
の
他
ご
要
望
に
応
じ
ま
す
。

【
ガ
イ
ド
料
金
】

２
時
間
以
内
…
２
，
０
０
０
円　

そ
の
後
、
１
時
間
ご
と
に

１
，
０
０
０
円
を
加
算

ガ
イ
ド
料
金
は
、
ガ
イ
ド
終
了
後
、
担
当
ガ
イ
ド
に
直
接
、
現
金

で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
先
】

公
益
財
団
法
人
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：（
０
７
５
）
２
３
１

２
６
０
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
：（
０
７
５
）
２
３
１

２
７
５
０

e-m
ail

： jinken@
khrri.or.jp

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人
権
ガ
イ
ド
の
ご
案
内



世界人権問題研究センター発行の刊行物の紹介

『人権問題研究叢書』
当研究センターが取り組む調査・研究のさらなる活性化とその成
果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与することを目的
に創刊しました。当研究センター研究員が調査・研究活動を通じ、
人権問題を科学的に考察し論著したものです。

季刊「グローブ」（研究センター通信）
年 4回発行
当研究センターの研究活動やその他事業について
の報告や予定、研究課題、研究員の紹介、外部か
らの声などを掲載しています。

創立 20周年記念出版
「職能民へのまなざし」
前近代社会において、「職人（職能民）」と呼ばれ
た人々が如何なる位置に置かれ、どのようなまな
ざしを向けられていたかを共同研究した成果です。

「歴史のなかの人権文化」
季刊誌グローブに創刊号以来、上田正昭名誉理事
長が連載された歴史随想を全編収録しています。

創立 20周年記念式典・シンポジウム 講演録
創立20周年の記念講演・シンポジウムを中心にま
とめています。

フィールドから見る女性の身体と習俗
女性の身体に関わる出産や月経をめぐる「穢れ」
について、その歴史を振り返り、見過ごされがち
であった声をフィールドワークをとおして聴き
取った共同研究の成果です。海外の事例もいくつ
かご紹介しています。

「人権歴史年表」
人権を主題として構成された年表は、ほとんど前
例がないなかで人権問題を探求し、新たな人権文
化の創造をめざす人々の学習の手引となるように
編集しました。

創立 10周年記念出版
「散所・声聞師・舞々の研究」
当研究センターでは、1996 年から9 年間にわたっ
て共同研究として「散所に関する総合的研究」に
取り組んできましたが、その成果をまとめました。

◎定価
8,200 円（＋税）

◎定価　1,000 円（税込）
～ 2,000 円（＋税）

「研究紀要」の刊行（年 1回発行）
「国際的人権保障体制の研究」「同和問題の研究」
「定住外国人の人権問題の研究」「女性の人権問題
の研究」「人権教育の理論と方法の研究」 の５部
門での個人研究の成果を公表しています。

◎定価　各号
2,500 円（税込）

◎定価
1,800 円（＋税）

◎定価
2,000 円（＋税）

◎定価
1,500 円（＋税）

◎定価
1,800 円（＋税）

「京都人権歴史紀行」
京都に残る人権に関わる場所、事柄、そこで生き
た人々の後を訪ね、歴史を振り返るなかで、基本
的人権や自由、平等、平和の大切さと、それを実
現するためにどれほどたくさんの人々の努力が積
み重ねられてきたかを学んでいただけます。
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人権問題研究叢書第１６号、第１７号・ブックレット・講演録　刊行

公益財団法人  世界人権問題研究センター
〒604-8221　 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地１
TEL 075-231-2600　FAX 075-231-2750
[URL]  http://www.khrri.or.jp/[E-MAIL] jinken@khrri.or.jp

◎お問い合せ、お申込みは下記へ

叢書第 16 号　2018 年 3 月刊行

問いとしての部落問題研究
― 近現代日本の忌避・排除・包摂
定価　1,500円（税別）

叢書第 17 号　2018 年 3 月刊行

中近世の被差別民像 ― 非人・河原者・散所
定価　1,500円（税別）

ブックレット　2018 年 3 月刊行

考えたくなる人権教育キーコンセプト
定価　300円（税込）

世界人権宣言 70 周年記念シンポジウム講演録　2019 年 2 月刊行

いま世界人権宣言を読み解く
頒価　100円（税込）

問
い
と
し
て
の
部
落
問
題
研
究

―
―
近
現
代
日
本
の
忌
避
・
排
除
・
包
摂

人
権
問
題
研
究
叢
書
16

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
編

人 権 教 育
キーコンセプト

公益財団法人　世界人権問題研究センター

アイデンティティ
エンパワメント
カミングアウト
差別
社会的包摂／社会的排除
自立
市民性

当事者
パターナリズム
平等
リテラシー
道徳教育と人権教育
先住民と自己決定権
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